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はじめに                                   

 

 平成１５年７月に次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社

会の形成を目指す「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。 

この法律は、１０年間の時限立法でしたが、更に次世代育成支援対策の取組みを充

実する必要があることから、有効期限を１０年間延長する内容などを盛り込んだ「次

代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部

を改正する法律」が成立しています。 

このことを受け、北アルプス広域連合（以下「当広域連合」という。）では、平成

１７年３月に関係市町村で策定された「次世代育成支援特定事業主行動計画」を指針

とし、平成１8 年 10 月に「北アルプス広域連合特定事業主行動計画」を策定しまし

た。 

 一方、平成２７年８月には、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能

力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（女性活躍推進法）」が成立し、同年９月に施行されました。 

 両法律とも、推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定や公表、女性の職

業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、民間企業等）に義務付けら

れることとなりました。 

 これらのことから、当広域連合では、職員が仕事と子育ての両立と自らの意思によ

って職業生活を営み、営もうとする女性の個性と能力が発揮されることにより、より

良い職場環境の整備と職員が働きやすい職場を目指すこととします。 

そのため、「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画」と「女性活

躍推進法に基づく特定事業主行動計画」を一体的な行動計画として、令和２年７月に

策定しました。 

 

 

≪計画改定の経過≫ 

 

次世代育成支援対策推進法は令和７年３月末までの時限立法でしたが、令和６年の

法改正により令和１７年３月末まで１０年間の延長となりました。 

この改正を踏まえ、本計画は令和７年度から令和１６年度までの１０年間のうち、

令和７年度から令和１２年度までを前期として区切り、この５年間を計画期間としま

す。 

また、女性活躍推進法については、令和８年３月までの時限立法であり、終期が異

なりますが、本計画は一体的な行動計画であることから、同一の計画期間とします。 
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北アルプス広域連合における「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動

計画及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）」

は、それぞれの法律に基づき、北アルプス広域連合長、北アルプス広域消防長が策定

する特定事業主行動計画です。 

 

 

 

第１ 計画期間                                

  

 本計画の期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間としま

す。 

 

 

第２ 対象職員                                

  

 本計画は、当広域連合に所属する職員を対象とします。なお、会計年度任用職員に

ついては休暇等の制度に違いがあり、全てをあてはめることは困難ですが、職員の子

どもたちが健やかに育成されるように、事業主として支援していくものです。 

 

 

第３ 計画の推進体制                             

 

１ 本計画を効果的に推進するため、各課・署（所）における総務（庶務）担当者等

を構成員とした計画策定推進委員会を設置します。 

 

２ 本計画に関する職員への研修・講習、情報提供等を実施します。 

 

３ 仕事と子育ての両立についての相談、情報提供を行う窓口を当広域連合事務局総

務課及び消防本部総務課に置くこととします。 

 

４ 啓発資料の作成と配布、グループウェアへの掲示、研修や講習を実施し、本計画

の内容に関し周知を図ります。 

 

５ 本計画の実施状況については、毎年ホームページ等で公表するとともに、組織体

制整備検討委員会において把握し、その結果や職員のニーズを踏まえて、その後の

対策の実施や計画の見直しを図ります。 
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第４ 計画の内容と具体的な行動指針                      

 

１ 職員の勤務環境に関すること 

 

（１）妊娠中及び出産後における配慮 

 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度につ

いて周知及び説明を行います。 

 

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図ります。 

 

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、各職場において業務分担の見直しを行

うなど健康に配慮した職場の環境づくりに努めます。 

 

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じな

いようにします。 

 

（２） 父親になる職員の休暇取得の推進 

 

① 父親になる職員は、配偶者の負担軽減のためにも、積極的に育児に参加する

必要があるため、子どもにかかわる特別休暇制度（配偶者出産休暇）を周知

し、取得の促進を図ります。 

 

② 管理・監督者は、父親になる職員又は父親になった職員に対して、特別休暇

と合わせて年次有給休暇を積極的に取得するよう促し、家族の時間を大切に

するよう配慮します。 

 

③ 子育て中の職員がいる職場においては、休暇を想定した応援体制を準備し職

場全体で支援します。 
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（３） 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

 

① 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務制度等の周知 

ア 育児休業等に関する情報を提供し、制度の周知を図ります。特に男性職員

の育児休業等の取得促進について周知を図ります。  

イ 妊娠を申し出た職員と配偶者の妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休

業等の制度、手続きについて説明を行います。 

 

② 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務を取得しやすい雰囲気の醸成 

ア 育児休業等の取得の申し出があった場合、各職場において業務分担の見直

しを行い、支え合う職場環境の整備を推進します。 

イ 管理・監督者をはじめ、すべての職員にとって働きやすい職場になるよう

意識改革及び職場の風土改革を行います。 

ウ 定期的に情報を提供し、制度に対する理解を深め、育児休業等を取得しや

すい雰囲気を醸成します。 

 

③ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰への支援 

ア 育児休業中の職員に対して、必要に応じて通知等を送付します。 

イ 復職する職員に対して、各職場において必要な職場研修を行います。仕事 

と子育てを両立するための大切な時期となるので、過度な負担とならない 

よう必要に応じて業務分担の見直し等を行い、職場全体で支援します。  

ウ 柔軟な働き方に対応するため、始業時刻等の変更や短時間勤務制度の活用 

を図ります。 

 

④ 育児休業に伴う代替職員の確保 

人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なとき 

は、会計年度任用職員制度又は育児休業代替任期付職員の活用による代替職員

の確保を図ります。 

 

⑤ その他 

早出・遅出・夜間勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育園等

の送迎を行う職員の勤務時間に配慮します。 

 

    【目標数値】 

上記のような取組みを通じて、令和 12 年度まで、妻が出産する場合の

特別休暇について、休暇の取得率 100％を維持します。 

※令和 6 年度：100％ 
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（４） 超過勤務の縮減 

 

① 小学校就学期に達するまでの子どものいる職員の深夜・夜間勤務及び超過勤

務を制限する制度について周知を図ります。 

 

② 一斉定時退庁日の実施 

ア 毎週水・金曜日は、ワーク・ライフ・バランスデーとし、ノー残業デイに

設定し、管理・監督者による定時退庁の率先垂範を行います。 

イ 管理・監督者の巡回指導による定時退庁の実施を図ります。 

ウ 定時退庁ができない職員が多い課・署（所）等を事務局総務課が把握し、

管理・監督者への指導を徹底します。 

 

③ 超過勤務縮減のための意識啓発 

ア 長時間勤務よりも短時間で成果をだすことを評価ができる組織の風土を醸

成し、超過勤務縮減の取組みの重要性について、職員への意識啓発を図り

ます。 

イ 総務課は、各課等の超過勤務時間の状況及び超過勤務が特に多い職員の職

場の状況を把握するとともに、管理・監督者に報告し、超過勤務縮減のた

めの意識啓発を図ります。 

 

④ 事務の簡素化、合理化の促進 

ア 定例・恒常的な業務に係る事務処理のマニュアル化を図るなど業務の改善

に向けて工夫を行います。 

イ ＩＣＴ化の計画的な推進による事務の効率化に加え、事務処理体制の見直

しを通じて、適正な人員の配置と業務量の年間を通じた平準化に取り組み

ます。 

 

【目標数値】 

上記のような取組みを通じて、令和 12 年度までに、各職員の月平均の

超過勤務時間を５．0 時間以下にします。 

※令和６年度：月平均５.９時間 
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（５） 休暇の取得の促進 

 

① 年次休暇の取得の促進 

ア 研修・講習会等を通じて、休暇の取得を促進するとともに職場の協力体制

等の必要性について理解を深め、管理・監督者をはじめとする職員全体の

意識の改革と職場風土の改革を行います。 

イ 管理・監督者が率先して休暇を取得し、取得しやすい雰囲気の醸成を図り

ます。 

ウ 総務課は、休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率向上のため取得率が

低い課・署（所）等の管理・監督者に対し注意を促します。 

エ 管理・監督者は、安心して休暇が取得できるよう、職場内の支援体制をつ

くり、相互に応援できる体制の整備や職場環境整備に努めます。 

 

② 連続休暇等の取得の促進 

ア 月曜日・金曜日と週休日を組み合わせた年次休暇の取得促進を図ります。 

イ 子どもの入学式、卒業式、予防接種実施日や授業参観日等の学校行事や

PTA 活動における年次休暇の取得の促進を図ります。 

ウ 子どもの春休み、夏休み、冬休みに合わせた年次休暇の取得の促進を図り

ます。 

エ 国民の祝日や夏季休暇と合わせた年次休暇の取得促進を図ります。 

オ ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議の自粛に努めます。 

カ 勤続２５周年等の節目に、年次休暇を利用した休暇の取得の促進を図りま

す。 

 

【目標数値】 

上記のような取組みを通じて、令和 12 年度までに、職員一人当たりの

年次休暇の取得日数を 10 日以上にします。 

※令和６年：平均９.６日 

 

③ 子どもの看護等を行うための特別休暇等の取得の促進 

    子どもの看護休暇等の特別休暇について、職員に周知を図るとともに、当該

休暇の取得を希望する職員が、円滑に取得できる雰囲気の醸成を図ります。 

 

④ 介護等を行うための休暇の取得の促進 

ア 介護等を行うための休暇が取得できるよう、管理・監督者は職場内の応援

体制をつくり、職員同士がお互いに声を掛け合い、仕事を助け合う職場環

境づくりに努めます。 

イ 介護休業手当金等の経済的支援措置について周知を図ります。 
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（６） 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組み 

 

① 職場優先の環境の是正に向けた意識啓発等 

ア 「家庭よりも仕事を優先すべき」といった職場優先の意識を解消し、「仕

事も家庭も大切にする」という意識の醸成を図ります。 

イ 仕事と子育ての両立を図られるよう、業務の遂行において相互応援ができ

る体制づくりに積極的に取り組みます。 

   

② 管理・監督者が中心となり、全職員で固定的な性別役割分担意識の是正を図

ります。 

ア 男性は仕事、女性は子育てという意識の是正に取り組み、男性職員も子育

てに積極的に参加するよう意識の変革に努めます。 

イ 女性は庶務という意識の是正に取り組み、女性が希望に応じて十分に能力

を発揮し、活躍できる環境を整備します。 

 

（７）各種ハラスメント防止についての情報提供や研修を通じた意識啓発 

 

  セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティーハラスメント等

各種ハラスメントの防止に向け、情報提供等による意識の啓発を図ります。 

 

（８）人事評価への反映 

 

   仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な環境づくり

に向けて取られた行動については、人事評価上適切に評価することとします。 
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２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

 

（１）子育てバリアフリー 

 

   子どもを連れた人が気兼ねなく来所できるよう、親切丁寧な対応等の取組みを

推進します。 

 

（２）子ども・子育てに関する地域貢献活動等 

 

① 子ども・子育てに関する地域貢献活動等 

    子ども・子育てに関する PTA、保護者会活動や地区の各種活動に職員が積

極的に参加しやすい職場の雰囲気の醸成を図ります。 

 

② 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

ア 交通事故防止について、綱紀の保持（訓令）等による呼びかけを実施しま

す。 

イ グループウェア等により、交通安全に対する意識啓発等を行います。 

ウ 職員等に対し、交通安全講習会の実施や専門機関等による安全運転に関す

る研修会の受講を支援します。 

 

③ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

    子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主

的な防犯活動や少年非行防止活動等への職員の積極的な参加を支援します。 

 

 

（３）学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 

 

   職員に対して、家庭における子育て等に関する各種講座・講演会等への参加を

促すとともに家庭教育に関する情報提供に努めます。 
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３ その他の女性職員の活躍の推進に関する事項 

 

（１）女性職員を対象とした研修等への参加の促進 

   女性職員を対象とした研修等への参加を積極的に促進し、意欲や能力の向上を

図り、キャリア形成を支援し、管理・監督者にふさわしい人材を育成します。 

 

（２）管理・監督者を対象とした外部研修等への参加の促進 

 

   外部研修への参加を促進し、家庭生活と職業生活が両立し、女性が活躍できる

職場環境をつくることができる管理監督能力の向上を図ります。 

 

（３）多様なポストへの女性職員の積極的な配置 

 

   多様なポストへの女性の積極的な配置に努め、管理・監督者に必要な能力の向

上を図ります。 

 

【目標数値】 

上記のような取組みを通じて、令和 12 年度までに、係長以上の女性職

員の数を２人以上とします。 

※令和 6 年度：１人 

 

 

４ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて 

 

（１）一人ひとりが、仕事と生活の調和がとれ、やりがいや充実感を感じながら働く

ことができるよう、時間外勤務の縮減に取り組み、働きやすい職場環境を整備し

ます。 

 

（２）管理・監督者は、時間外勤務が多い職員については、面談等を通じ、身体的・

精神的な健康状態に十分気を配ります。 

 

（３）管理・監督者は、部下が担う業務の進捗状況を把握し、効率的な業務の遂行を

支援します。 
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